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平成28年度第９回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 

平成28年度化学物質審議会第３回安全対策部会 

第171回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 

【第１部】 

平成29年１月31日（火）13:02～15:05 

中央合同庁舎５号館18階専用第22会議室 

 

議事次第 

１．開会 

２．議題 

（１）優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅱにおける評価について 

（２）一般化学物質の優先判定について 

（３）化審法における2020年目標の具体化について 

（４）その他 

３．閉会 

 

配付資料 

資料１－１    優先化学物質「ヒドラジン」人健康影響及び生態影響に係るリスク評価

（一次）評価Ⅱの進捗報告 

資料１参考１   優先評価化学物質のリスク評価（一次）人健康影響・生態影響に係る評価

Ⅱ物化性状の詳細資料（案）【ヒドラジン】 

資料１参考２   優先評価化学物質のリスク評価（一次）人健康影響に係る評価Ⅱ有害性情

報の詳細資料（案）【ヒドラジン】 

資料１参考３   優先評価化学物質のリスク評価（一次）生態影響に係る評価Ⅱ有害性情報

の詳細資料（案）【ヒドラジン】 

資料１参考４   評価Ⅱ以降における解離性物質のリスク評価に関する検討について 

資料２－１    リスク評価（一次）評価Ⅱにおけるジクロロメタンの評価結果について

（案）（人健康影響） 

資料２－２    優先評価化学物質のリスク評価（一次）人健康影響に係る評価Ⅱ リスク

評価書簡易版（案）【ジクロロメタン】 
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資料２－２参考１ 優先評価化学物質のリスク評価（一次）人健康影響に係る評価Ⅱ 物理科

学的性状等の詳細資料（案）【ジクロロメタン】 

資料２－２参考２ 優先評価化学物質のリスク評価（一次）人健康影響に係る評価Ⅱ有害性情

報の詳細資料（案）【ジクロロメタン】 

資料３－１    リスク評価（一次）評価Ⅱにおける安息香酸ベンジルの評価結果について

（案）（生態影響） 

資料３－２    優先評価化学物質のリスク評価（一次）生態影響に係る評価Ⅱ リスク評

価書簡易版（案）【安息香酸ベンジル】 

資料３－２参考１ 優先評価化学物質のリスク評価（一次）生態影響に係る評価Ⅱ 物理化学

的性状等の詳細資料（案）【安息香酸ベンジル】 

資料３－２参考２ 優先評価化学物質のリスク評価（一次）生態影響に係る評価Ⅱ有害性情報

の詳細資料（案）【安息香酸ベンジル】 

資料４      スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化

学物質と優先評価化学物質の判定案並びに今後の進め方について（案） 

資料４別紙    有害性情報（生態影響）の提供依頼等の結果について 

資料５      化審法における2020年目標の具体化について（案） 

 

参考資料１    委員名簿 

参考資料２    リスク評価Ⅰについて（資料一式） 

参考資料３    化審法における優先評価化学物質に関するリスク評価の技術ガイダンス

（ver.1.0） 

参考資料４    化審法のリスク評価に用いる排出係数一覧表（ver.3） 
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○環境省（ＭＯＥ）事務局 ただいまから平成28年度第９回薬事・食品衛生審議会薬事分科会

化学物質安全対策部会化学物質調査会、平成28年度化学物質審議会第３回安全対策部会、第

171回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会を開催したいと思います。 

 本日はいずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立して

いることを御報告いたします。 

 なお、本合同審議会は第１部から第３部に分けて実施します。本日は１時から２時50分まで

を第１部として、優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅱの審議等を公開で行います。

終了後、約10分間の休憩を挟みまして、準備が整い次第、３時から３時20分まで第２部を行い、

終了後、約20分間の休憩を挟みまして第３部を行います。第２部、第３部については非公開と

します。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○厚労省（ＭＨＬＷ）事務局 審議に入ります前に、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物

質安全対策部会化学物質調査会に委員の改選がございましたので、新任の委員を御紹介させて

いただきます。 

 新たに国立医薬品食品衛生研究所の石田先生、高橋先生、平林先生が就任されました。なお、

石田先生からは、本日は御欠席との連絡をいただいております。 

 また、座長につきましても交代がございましたので、御紹介させていただきます。 

 退任された西川委員に代わりまして、能美委員に座長をお願いしております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○ＭＯＥ事務局 それでは、お手元にお配りした資料について確認を行いたいと思います。 

 まず配付しておりますのは、議事次第の次に配付資料が資料１、参考１から参考４につきま

しては、お手元のパソコンのほうに入ってございます。また、資料２－１、資料２－２となっ

ております。また、資料３－１、資料３－２でございます。続きまして資料４、そして資料５

となってございます。 

 過不足等ございましたらお知らせいただければと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 本日の全体の議事進行につきましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、

白石委員長にお願いいたします。 

 それでは白石委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 



 

－4－ 

○白石委員長 それでは、これより議事に移らせていただきます。 

 初めに、本日の会議の公開の是非についてお諮りします。 

 各審議会の公開につきましては、それぞれ規定のあるところでございますが、公開すること

により公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、または特定な者に不当な

益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合等、非公開とすべき場合に該当しないと考えま

すので、原則公開としたいと思います。ただし、企業秘密等に該当する場合は秘匿することを

認めることにいたしたいと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○白石委員長 それでは、本日の会議は公開といたします。 

 議事録につきましては後日ホームページ等で公開されますので、あらかじめ御承知おきくだ

さい。 

 本日は、リスク評価Ⅱに進んでいる優先評価化学物質のうち、２物質の審議と１物質の進捗

報告を行うこととします。 

 まず、ヒドラジンの進捗状況につきまして、人健康及び生態影響の観点でのリスク評価Ⅱの

進捗について、事務局より報告をお願いします。 

○経済産業省（ＭＥＴＩ）事務局 では、資料１を御覧下さい。 

 資料の構成ですけれども、初めの３ページが概要になっております。その後に評価で使った

データと結果が入っております。 

 まずⅰページ、「評価対象物質について」というところがございます。 

 優先評価化学物質の通し番号２としてヒドラジンが指定されておりますけれども、これまで

単品で評価した物質と少し違いますのが、制度上、水和物と複数の塩が届出の対象に入ってお

りまして、評価の対象になっております。 

 具体的には紙の２枚目、１ページの参考資料を御覧下さい。 

 表１の下に（１）から（６）、平成26年度にヒドラジンとして届出があった具体的な化合物

名が並んでおります。平成27年度の届出では、さらに炭酸ヒドラジンがあります。これら７物

質が本物質の評価対象になっております。 

 ２ページですけれども、これら７物質の物理化学的性状、濃縮性、分解性についてのデータ

です。 

 表３は無水ヒドラジンについてのデータでして、蒸気圧と水溶解度についてのみは表２、上

ですけれども、先ほど言いました化学物質ごとに値を設定して、それぞれ暴露評価に用いてお
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ります。表３では、例えばＰｏｗは－0.16等と設定しております。これらは優先評価化学物質

のリスク評価に用いる物理化学的性状、分解性、蓄積性のレビュー会議におきまして専門家に

レビューしていただいて、了承された値になっております。 

 ３ページは、表４、同じく暴露評価に用いている各媒体別の半減期等のデータになっており

ます。 

 ４ページは、ヒドラジンの排出源情報です。 

 化審法の製造数量等の届出は、ここ５年ほど製造・輸入数量合計は１万トン前後で推移して

おります。 

 表５には、化審法の届出でありました用途分類、それに基づく推計排出量を記載してござい

ます。ヒドラジン及びその化合物は幅広い用途で使われております。特に排出の寄与が大きい

のは、５ページの用途番号40-a、水処理剤。これは主にボイラーの水処理剤として、還元剤等

で使われているものになっております。 

 ヒドラジンはＰＲＴＲ、化管法の対象物質でもありまして、それに基づく排出量の推移を図

２に示しております。例えばＰＲＴＲの届出の事業所からの大気への排出は４トン、水域への

排出は11トン等となっております。 

 暴露情報については、以上です。 

○ＭＨＬＷ事務局 続きまして、ＭＨＬＷよりヒドラジンの有害性評価結果につきまして、資

料１及び資料１の参考２を用いて御説明させていただきます。 

 資料１の７ページに人健康影響に係る有害性評価を簡単にまとめてございます。 

 表７を御覧下さい。 

 一般毒性について、こちらはラットのヒドラジン一水和物２年間飲水投与試験、雌雄の腎臓

非腫瘍性組織変化に基づくＢＭＤＬ10を0.114mg/kg/dayとして、不確実性係数100を考慮して

有害性評価値を1.1×10-3mg/kg/dayと算出しております。 

 吸入経路では、同じくラットのヒドラジン12カ月間吸入暴露試験、雌の気管炎症及び変異肝

細胞巣の発生率増加という所見に基づきましてＮＯＡＥＣを暴露時間で補正したところ、

0.0589mg/m3となりまして、不確実性係数100を考慮しまして、有害性評価値を1.1×10-3mg/m3

と算出しております。 

 次に、生殖発生毒性におきましては、ラットのヒドラジン一水和物強制経口投与による生殖

発生毒性試験、哺育４日の体重低値傾向及び生存率低下に基づくＮＯＡＥＬを1.28mg/kg/day、

及び不確実係数100を考慮しまして、有害性評価値を1.3×10-2mg/kg/dayとしております。 
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 また、吸入経路におきましては、無毒性量を判断する情報がなかったということから、経口

経路の有害性評価値をもとに算出しております。こちらの換算方法につきましては、資料１参

考２の12ページを御参照いただければと思います。 

 次に、変異原性発がん性の評価について御説明いたします。 

 こちらは概要を同じく７ページの右側に示しております。また、資料１の参考２では、13ペ

ージから16ページまでが各種の試験結果をまとめてございます。資料１参考２の17ページでは、

項目１－４－３、変異原性の評価におきまして、変異原性の評価をまとめてございます。 

 in vitroの試験系におきまして、代謝活性化系の有無にかかわらず、ヒドラジンは種々のネ

ズミチフス菌、大腸菌を用いた復帰突然変異試験及びマウスリンフォーマ細胞を用いた遺伝子

突然変異試験で陽性を示しており、また、哺乳培養細胞にＤＮＡ損傷及び染色体異常を誘発す

ることが示されております。 

 in vivo試験系においても、ヒドラジンは齧歯類の発がん部位である肝臓及び肺にＤＮＡ損

傷を生じさせることが示されている一方、広く評価に受け入れられている小核試験やミュータ

マウスを用いた遺伝子突然変異試験において陰性の結果でございました。 

 本評価では、複数のin vitro試験で遺伝子突然変異誘発性が示され、in vivo試験でもＤＮ

Ａ損傷性や遺伝子突然変異誘発性が示されていることから、ヒドラジンは変異原性を有すると

判断させていただいております。 

 それでは、資料１の表７、７ページに戻っていただきまして、発がん性の評価について説明

させていただきます。 

 先ほど申し上げました変異原性の評価結果により、本物質は変異原性を有する閾値のない発

がん性物質として評価を行いました。有害性の導出に当たっては、参考２の17ページからの記

述も御参照いただければと思います。ヒトのデータからの定量的な評価は困難だったことから、

動物試験のデータを用いております。 

 表７の発がん性の経口経路に関しましては、ラットのヒドラジン一水和物２年間飲水投与性

試験、雌雄の肝細胞腺種またはがんの発生率増加に基づく有害性評価値を2.1×10-4mg/kg/day

としております。また、吸入経路におきましては、同じくラットの吸入試験結果に基づきまし

て、有害性評価値を9.8×10-6mg/m3としております。 

 以上がこの有害性評価値のそれぞれの試験項目における説明になります。 

 ７ページの107行目から、まとめでございますが、一般毒性、生殖発生毒性及び発がん性の

有害性評価項目のうち、最も感受性の高い指標となるのは発がん性という結果が得られており
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ます。この発がん性につきましては暴露経路に依存したものであるため、経路別にリスク推計

を行うことが毒性学的に妥当であると考えられました。 

 以上が人健康影響にかかわる有害性の評価でございます。 

○ＭＯＥ事務局 続きまして、生態影響について御説明いたします。 

 次の８ページを御覧下さい。 

 ヒドラジンに関しましては、藻類、甲殻類の慢性データ、魚類の急性データが得られており

ます。そのため藻類と甲殻類について、小さい方の藻類のデータを種間外挿「５」で除しまし

たものと、魚類の急性データを慢性急性毒性比─ＡＣＲ「100」で除したものを比較いたし

まして、その結果、藻類の慢性毒性のデータを採用しております。 

 さらに、室内から屋外への外挿係数10の結果、不確実係数積50で除しまして、ＰＮＥＣ値を

算出しております。 

 有害性情報の詳細につきましては、資料１の参考３にお示ししておりますので、適宜御覧下

さい。 

○ＭＥＴＩ事務局 続きまして、暴露評価、リスク評価の結果について御説明いたします。 

 資料１の９ページ以降になります。 

 まず、排出源ごとの暴露シナリオの評価というもので、こちらは化審法の届出情報とＰＲＴ

Ｒ情報それぞれに基づいて推計しておりますが、より確度が高いと考えられるＰＲＴＲ情報に

基づく評価結果を御説明いたします。 

 10ページになります。 

 まず、人健康影響ですけれども、ＰＲＴＲ情報の届出事業所、平成26年実績で102カ所の事

業所ございましたが、その中で一般毒性では１カ所、懸念と推計されました。表14です。 

 11ページの表16ですけれども、先ほど発がん性は経口経路、吸入経路それぞれ別々でリスク

推計をするというお話がありましたけれども、それぞれ経路別に推計を行っており、経口経路

では102カ所中４カ所、吸入経路では11カ所がリスク懸念という推計結果となっております。 

 また、生態影響ですけれども、水生生物のリスク懸念箇所は、102カ所中31カ所という推計

結果となっております。 

○ＭＯＥ事務局 続きまして、様々な排出源の影響を含めた暴露シナリオによる評価について、

御説明いたします。 

 資料１の11ページを御覧下さい。 

 ５－２－１、人健康影響です。 
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 ＰＲＴＲ届出情報及び届出外排出量推計を用いまして、さまざまな排出源の影響を含めた暴

露シナリオによる推計モデル、Ｇ－ＣＩＥＭＳと申しますけれども─により、大気中濃度及

び水質濃度を計算いたしまして、評価対象地点とした環境基準点を含む3,705地点のリスク評

価推計をいたしました。 

 推計結果は、表18にございますとおり、経口経路で発がん性で２地点、一般毒性、生殖・発

生毒性で１地点ずつ、ハザードコーシェント１を超える地点が見られております。 

 続きまして５－２－２、生態影響でございます。 

 こちらにつきましても、同じくＧ－ＣＩＥＭＳを用いまして大気中濃度及び水質濃度を計算

いたしまして、評価対象地点といたしました3,705流域のリスク推計をいたしました。 

 推計結果は表19にお示ししているとおりでございまして、ＰＥＣ／ＰＮＥＣが１以上となる

流域は888流域ございました。 

 なお、11ページの脚注にお示ししておりますけれども、２ページの表３で物化性状について

ご紹介いたしまして、Ｋｄについては25.7採用とお示ししたところでございますが、水中濃度

といたしましては4.4から25.7、25.7と4.4で計算しましたところ、4.4のものが最高濃度にな

るということでして、こちらの計算は4.4を採用して行っております。 

 続きまして12ページ、環境モニタリングデータによる評価でございます。 

 人健康影響につきましては、直近５年間及び過去10年間のヒドラジンの水質モニタリングを

もとにリスク評価をいたしました。結果は表20のとおりでございまして、ハザードコーシェン

ト１を超える地点は、いずれの有害性についてもなかったということでございます。 

 続きまして、生態影響でございます。 

 こちらにつきましても同じく評価を行いまして、ＰＥＣ／ＰＮＥＣが１以上となる地点はご

ざいませんでした。 

 では14ページから、追加調査が必要となる不確実性事項等について御説明を申し上げます。 

 各項目に分けて不確実性を考察しておりますけれども、このうち３番目、ＰＲＴＲ情報に関

しましては調査の必要性が「あり」ということでございまして、その再評価に有用な情報とい

たしまして３点挙げております。 

 １点目、反応消滅する用途における排出実態として、ヒドラジンが腐食防止を目的とした水

処理剤として使用されておりますので、これ自体がＰＲＴＲの排出量推計において、事業者が

このような反応率を考慮した上で届出を行っているかどうかが把握できていないところでござ

います。そのため、ＰＲＴＲの届出排出量に不確実性があるとしております。 
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 ２点目、下水処理施設からの水域移行率でございます。ＰＲＴＲの届出移動量に基づく下水

処理施設からの排出量は、水域移行率を物化性状に従って99.996％としておりますけれども、

低濃度では下水処理場で完全に分解するとの文献もございまして、不確実性がございます。 

 下水処理施設からの結果については、27ページの表36をごらんいただければ、幾つか下水処

理施設が挙げられていることがおわかりになるかと思います。 

 続きまして、化審法で届出られた塩の使用時におけるヒドラジンの形態でございます。化審

法はヒドラジンとして指定されまして、先ほどご紹介いたしました１ページのとおりでござい

まして、複数の塩を含む形で届出が行われております。他方、化管法におきましてはヒドラジ

ンとして指定されておりまして、その塩については使用過程でヒドラジンとなっている場合に

限られているということでございますので、このあたりに不確実性があるということでござい

ます。 

 15ページを御覧下さい。 

 続きまして、暴露シナリオでございます。 

 １点目、排出源ごとの暴露シナリオでございますけれども、こちら調査の必要性「あり」と

なっておりまして、解離性を有する物質の動態を推計できる数理モデルということで、こちら

の物質は解離性を有しておりますけれども、環境中濃度や人の摂取量を推計する数理モデルで

は解離性を考慮し切れていないという課題がございます。 

 また、さまざまな排出源影響を含めた暴露シナリオでは、一般環境中での自然生成の実態に

ついて把握できていないということがございます。 

 また、ＰＲＴＲ届出外推計に係る排出実態につきましては、下水処理施設からの平成26年度

の推計排出量が35トンございますけれども、本評価のシナリオには反映されておらず、排出量

を過小評価している可能性がございます。 

 最後に、環境モニタリング情報でございますけれども、モデルに基づく高濃度推計地点の水

質及び大気モニタリングデータが得られていないということに不確実性があるということで、

まとめております。 

 それでは、冒頭のほうに戻っていただきまして、進捗報告の概要について御紹介したいと思

います。 

 こちらの構成ですが、人健康影響に係るリスク評価、生態影響に係るリスク評価、そして今

後の対応ということでまとめておりまして、リスク評価については今まで御紹介したとおりで

ございますので割愛させていただきまして、ⅱページを御覧ください。21行目から＜今後の対
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応について＞ということでお示ししております。 

 ヒドラジン及びその化合物につきましては、ボイラー用還元剤として多業種、多用途で使用

されております。化審法の製造数量の届出に関しましても、40-aの水処理剤が多くなっており

ます。これらの環境排出量に基づいて推計した環境中濃度を用いたリスク推計では、複数地点

がリスク懸念ありと推定されております。しかし、先ほどご紹介しました不確実性の一覧にお

示ししているとおりでございまして、このリスク推計結果には複数の不確実性が含まれており

ます。 

 特に、水中の酸素と容易に反応する性質を利用したボイラー用還元剤といった水処理剤の用

途では、物質自体が反応消滅して機能を発揮すると考えられておりますが、ＰＲＴＲ排出量の

中にはこのようなものが考慮されておらず、過大に算出されている可能性がございます。 

 また、ＰＲＴＲ排出量によって推計した水域濃度と環境モニタリングデータを地点別に比較

した結果を、32ページと33ページ、図３と４にお示ししておりますけれども、モデルの推計濃

度のほうが上回る傾向を見せております。 

 また、ヒドラジンは解離性を有する物質でございまして、ｐＨによっては中性種、イオン種

として存在いたします。このような特性を数理モデルの一部数式では考慮し切れていないとい

うことがございます。そのため、今後は使用段階における分解率の排出実態の把握や環境中濃

度の調査、環境中濃度の推計モデルの検討等を行いまして、その結果を踏まえて、評価Ⅲにお

いて再評価を行うこととしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○白石委員長 今の事務局の説明について、御質問がございましたら手元のネームプレートを

立ててください。順に指名させていただきます。 

○林部会長 これは質問というより、今いろいろと不確実性ということで説明されたので、そ

の後ははっきりするのかと思うのですが、ＰＲＴＲだとか実際のモニタリングの値とＧ－ＣＩ

ＥＭＳでの予測の値の乖離が何か多過ぎるのではないかという印象は持っているのですが、そ

の辺のところは先ほど説明されたような不確実性を考慮して、評価Ⅲのほうでこの乖離はもっ

と少なくなると考えてもよろしいのでしょうか。 

○ＭＯＥ事務局 不確実性につきましては、ただいま御説明したとおりでございまして、今の

ところ不確実性が特に大きいと考えているのはＰＲＴＲの排出量でございますので、そのあた

りを─ただ、過大に推計しているところと過小に推計しているのではないかと疑われる部分

がございますので、結果がどうなるかは何とも言えないところがございますが、そういったも
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のをクリアにすることで、その原因がより明確になると考えております。 

○白石委員長 他、いかがでしょうか。 

○恒見委員 １つ、不確実性の事項についてまとめられているのは、このようなことをやって

いけばもう少し、先ほどのようにシミュレーション結果とモニタリング結果がもう少し近づい

てくるのだろうと期待しています。 

 ＰＲＴＲの届出で反応率を考慮に入れてというのもあるのですが、それも確かにそのとおり

で、例えば20ページ以降、特に25～26ページあたりを見てみますと、例えば水域排出量だけで

はなくて大気排出量のみ排出量を出しているような企業では、大気のほうでハザード比が高い

といった状況もあって、大気と水域でどのように分配して企業が報告しているのか、そのよう

なところもあわせて調査していただければと思います。 

○白石委員長 ただいまのは御要望ということでよろしいですか。調査の方向性について。 

 他、いかがでしょうか。 

○田中（嘉）委員 人健康影響についてお伺いしたいのですけれども、発がん性が遺伝毒性だ

ということで、暴露経路が経口経路と吸入経路を別々にリスク推定しているのですが、その根

拠が、「発がん性は暴露経路に依存したものなので経路別にリスク推計を行った」と７ページ

の109行目にありますけれども、よくわからないですね。 

 というのは、もしもこれがインディペンデントな経路で、最終的なターゲットは遺伝毒性な

ので、ミューテーションですよね、この場合は。独立な経路だとすると、毒性学的に言うとイ

ンディペンデントアクションになるので、複合影響の考え方から言うとむしろ反応加算に近く

なる。要するに反応率が非常に低いので、この場合はリスポンスのアディションにかなり近く

なる。ということは、リスクの算定をそれに言い換えると、むしろ経路別のリスクを合算する

というふうに考えられるような気がするのですが、なぜ一般毒性ではそれをやって発がん性で

は別々にリスク推計をしたのか、これはもう少し明確に書いていただいたほうがいいのではな

いかと思います。 

○ＭＨＬＷ事務局 記載ぶりにつきましては、専門家の先生方と御相談の上、検討させていた

だきます。 

○田中（嘉）委員 では、もう少し質問を変えますけれども、これは記載の問題もあると思い

ますけれども、その以前の問題で、なぜこれは独立に、別々にリスクを算定したのかどなたか

お答えいただけるでしょうか。 

○広瀬委員 確かに遺伝毒性は共通なのですが、これは出ている組織が違うのですね。肺で出
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ているリスクと肝臓で代謝されて出ているため、細かいところで言うとメカニズムが違うとい

うことで、インディペンデントだということです。 

○田中（嘉）委員 もう一遍言いますけれども、作用メカニズムが違えば、それはインディペ

ンデントアクションになるんですね。例えば器官が２つあって、違う臓器がターゲットになっ

ている。そして独立事象であると、例えばそのリスポンスのあらわれ方が。ところが、例えば

２つの化学物質への暴露があった場合は、それはインディペンデントアクションになるので、

これは複合影響の考え方になってしまうんですけれども、理論的にはその場合は限りなくリス

ポンスのアディション、反応の率を足すというふうに考えられます。これは別に複合影響の話

ではありませんけれども、単一のヒドラジンという物質の影響の話をしているんですが、その

理屈から言うと、今の説明では論理的には成り立たないと私は思います。 

 要するに、器官が違う、作用が発がん性の、最初は変異の現れですね。そこからあれですか、

次の段階で違った経路であらわれるということなのでしょうか。 

○広瀬委員 それはそうだと思います。ただ、臓器が違って経路が違うので、同時に暴露した

と考えたときには加算しないと思ったのです。 

○田中（嘉）委員 アディションしないですか。要するに最終的に出る、発がんの現れる臓器

が違うということでしょうか。 

○広瀬委員 そうです。 

○田中（嘉）委員 わかりました。 

○鈴木（規）委員 １点確認というか、今後さらに検討されるということなので、その際にと

いうコメントですけれども、ヒドラジンのたくさんの種を今回一緒に扱うということは、水中

に関しては全く、少なくともほぼ不可逆的に見ればまったく真っ当な話だと私は思いますので

よいと思いますが、大気についても基本的にそうだとは思いますけれども、もし現実問題とし

て大気の吸入経路の暴露のときに、例えば蒸気圧のような物性を使う何か推定をするのだとす

ると、そのときは必ずしも一緒に扱えないこともあるような気がしますので、今回その計算を

しているかどうかわかりませんが、評価Ⅲにおいて、その辺の扱いについてはよく考えて進め

ていただくほうがいいかなと思います。コメントです。 

○ＭＯＥ事務局 物化性状につきましては、こちらの物質ごとに設定していただいていますの

で、モデル上は考慮することは可能と考えておりますので、御指摘を踏まえてよく検討してま

いりたいと思います。 

○庄野委員 日化協の庄野でございます。 
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 非常にプリミティブなことで恐縮でございますけれども、15ページにございます暴露シナリ

オの中で、やはりいろいろな課題の中で、昔から議論がされている話なのですが、いわゆる一

般環境中での自然生成実態、これがどのような形で今回具体化されようとしているのか、その

辺のことをぜひ確認させていただきたく存じます。 

 よろしくお願いします。 

○ＭＯＥ事務局 具体的な手法については、まだ検討段階でございますけれども、現在使用し

ているモデルでは、自然界で生成するものが考慮できていないことから、そのモデルの改良等

も含めて検討したいと考えております。 

○白石委員長 よろしいですか。他、いかがでしょうか。 

 私から１つ。 

 ＰＲＴＲと化審法の評価対象物が少し違うので不確実性がありますよねというお話なんです

けれども、化審法の、評価対象物質名が「ヒドラジン」となっていて、さまざまな塩を含めて

今回評価されているようなのですが、この塩がまた増えるようなことはあるのでしょうか。 

○ＭＥＴＩ事務局 可能性はあると思います。 

 詳細は、資料１の16ページの表23の注釈に書いてあるのですが、既存化学物質同士の組み合

わせでできている塩で化審法の既存化学物質名簿上にないものについては、その構成成分の一

部に優先物質を含む場合は優先として届出るという運用があり、実際にある年度は硫酸塩があ

ったり、ある年度は炭酸塩があったりということがありますので、それは毎年必要に応じて追

加なりしていく必要があると思っています。 

○大石委員 繰り返しの質問になりますが、まとめのⅱページにあるところでは、ボイラー用

の還元剤とした水処理の用途の中で、分解が考えられずに過大に算出されている可能性がある

という文章になっていて、一方、15ページのほうは下水処理場の施設からの排出量を過小評価

している可能性があるということで、繰り返しになるんですけれども、この実態をどうやって

調査して今後、数値を精緻化していくのかというところを、もし教えていただければお願いい

たします。 

○ＭＥＴＩ事務局 １つは、事業者さんへのヒアリング等の調査があり得るかと考えています。

あとはモニタリングも実施されますので、そこら辺と連動して実態を把握していきたいと考え

ています。 

○能美座長 その今後の調査の仕方ですけれども、発がんにおけるリスク懸念の箇所ですとか、

あるいはＰＲＴＲ情報に基づく生態のリスクに関する懸念の箇所があると思うのですが、そう



 

－14－ 

いうところを重点的に一つ一つ見ていくといった考え方、例えば「この場所についてはボイラ

ー用還元剤として使われているので、実際にはそんなにないのではないか」といった形で１カ

所１カ所、懸念箇所を中心に調べていくという理解でよろしいのでしょうか。それとも全国的

に、このヒドラジンというのはこういう使われ方だから、全国的に量としてはこうだというふ

うな形で調べていくのか、その調査の進め方について説明していただければと思うんですが。 

○ＭＥＴＩ事務局 前半でおっしゃったように、まずは特に排出の多い、懸念箇所の種類が多

い業種、排出源の種類から調べていくのかなと考えております。そこら辺は資料の25、26、27

ページに、実際懸念があった業種等を挙げておりますので、こちらの代表的なものから調査を

するという想定でおります。 

○白石委員長 他、いかがでしょうか。 

 これは評価Ⅲに進めるということでよろしいですか。 

○ＭＯＥ事務局 先ほどの能美委員に御質問に関して少し補足させていただきたいのですが、

モニタリングに関しは、リスクが懸念された箇所をなるべく中心に測定するようにさせていた

だきたいと考えております。 

 また、白石座長の御指摘ですけれども、Ⅲに進めてこういった暴露の精緻化を行いたいと考

えております。 

○白石委員長 他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 進め方については特段御異議ないということですので、ヒドラジンについては事務局から説

明いただいたとおりの対応としたいと思いますが、よろしいでしょうか。今後、リスク評価

（一次）評価Ⅲに進め、排出係数の精査、モニタリング等を進めた上で本審議会に評価結果を

募っていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○白石委員長 では、続きましてジクロロメタン─塩化メチレンの評価、人健康影響の観点

でのリスク評価Ⅱの評価結果及び今後の対応について、事務局より説明をお願いします。 

○ＭＥＴＩ事務局 資料２－２を御覧下さい。ジクロロメタンのリスク評価書簡易版になって

おります。 

 まず、暴露評価の関係ですけれども、１ページ、暴露評価に用いた物理化学的性状、濃縮性、

分解性について、表２、表３に掲載しております。 

 こちらは優先評価化学物質のリスク評価に用いる物理化学的性状、分解性、蓄積性のレビュ

ー会議にて、専門家のレビューを受けた結果となっております。 
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 詳細は、資料２－２参考２に示してございます。 

 続きまして、ジクロロメタンの排出源情報です。３ページになります。 

 ジクロロメタン、化審法の届出上はここ数年、製造・輸入数量の合計が４万7,000トンから

５万6,000トンの間で変動しております。 

 届出の用途は、表４に示しております。さまざまな工業用の溶剤で主に使われております。 

 ジクロロメタンは化管法のＰＲＴＲの対象物質でもございまして、４ページの図２に排出量

等の経年変化、そして表５に届出外排出の推計されている分野を示しております。 

 本物質は、平成26年度ＰＲＴＲの届出において大気への排出が約１万トン等となっておりま

す。 

○ＭＨＬＷ事務局 続きまして、厚生労働省よりジクロロメタンの有害性評価結果につきまし

て、資料２－２及び資料２－２参考２を用いて御説明させていただきます。 

 資料２－２の５ページに、人健康影響にかかわる有害性評価を簡単にまとめてございます。 

 表６を御覧下さい。 

 一般毒性につきましては、３行目の有害性評価値を1.7×10-2mg/kg/dayと算出しており、経

口経路では有害性評価値を1.5×10-1mg/m3と算出しております。 

 次に、生殖発生毒性試験におきましては、有害性評価値を17.6mg/m3また、経口経路におき

ましては、無毒性量を判断できる情報がなかったことから、吸入経路の有害性評価値をもとに

算出しております。こちらの換算方法については、資料２－２参考２の13ページを参照してい

ただければと思います。 

 続きまして、変異原性発がん性の評価について御説明いたします。 

 こちらは概略を５ページの右の列に示しております。また、資料２－２参考２では、14ペー

ジから15ページが各種の試験結果をまとめたものになってございます。 

 資料２－２参考２では、16ページ、１－４－４、変異原性の評価におきまして、変異原性の

評価をまとめてございます。 

 in vitro系では、不定期ＤＮＡ合成試験で陰性で、ＳＣＥ試験においても一部で擬陽性の疑

いの結果がありますが、その他は陰性でした。哺乳類培養細胞を用いる遺伝子突然変異試験で

は、代謝活性化系非存在化のみですが、陽性の結果は得られていないものの、最近の復帰突然

変異試験では陽性結果が認められております。 

 in vivo系では、マウスの発がん標的器官である肺または肝臓の細胞について、染色体異常

試験ＳＣＥ試験、ＤＮＡ損傷試験が陽性の結果であり、ラットにおいても肝細胞でＤＮＡ損傷
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性が示唆されました。 

 ジクロロメタンの暴露では、ＧＳＴ経路で生じる中間代謝物であるグルタチオン抱合体やホ

ルムアルデヒドが直接ＤＮＡ損傷や付加体形成に関与すると考えられ、これら代謝物が産生さ

れる肝臓において変異原性を示した結果の影響が大きいと考えられます。 

 最近の報告では、コメット試験及びトランスジェニックマウスを用いて試験でいずれも陰性

の結果が得られていますが、１，２－ジクロロプロパンとの同時暴露で肝臓での遺伝子突然変

異が有意に増加したことも報告しております。 

 この結果は、ジクロロメタンに対しても１，２－ジクロロプロパンに対しても「変異原性が

ないと言える確証はないと判断される」といただいておりまして、まとめとしましては、17ペ

ージの８行目にありますように、ジクロロメタンは、ＤＮＡと反応して遺伝毒性を示す物質と

して評価することが妥当であると判断させていただいております。 

 それでは、資料２－２の表６に戻っていただきまして、発がん性の評価について説明させて

いただきます。 

 ただいま御説明いたしました変異原性の評価結果により、本物質は、変異原性を有する閾値

のない発がん性物質として評価を行いました。 

 有害性評価値の導入に当たっては、参考２の23ページからの記述も御参照いただければと思

います。 

 表６の発がん性の経口経路に関しましては、マウス104週間飲水投与試験から有害性評価値

を9.0×10-3mg/kg/dayとしております。また、吸入経路におきましては、有害性評価値を4.3

×10-2mg/m3としております。 

 以上がこの有害性評価値のそれぞれの試験項目における説明でございます。 

 まとめでございますが、一般毒性、生殖発生毒性及び発がん性の有害性の評価項目のうち、

最も感受性の高い指標となるのは発がん性であったという結果が得られております。この発が

ん性については、暴露経路に依存せず誘発される可能性が高いことから、各々の経路における

暴露推定量に基づくリスク比の合計値をもってリスク推計を行うことが毒性学的に妥当である

と考えられました。 

 以上が人健康影響にかかわる有害性の評価でございます。 

○ＭＥＴＩ事務局 続いて暴露評価、リスク推計結果の概要になります。 

 ６ページになります。 

 まず、排出源ごとの暴露シナリオによる評価になります。 
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 こちら化審法に基づく結果は割愛しておりまして、ＰＲＴＲの届出情報を用いた推計結果を

掲載しております。表７に一般毒性、表８に生殖発生毒性、表９に発がん性に基づく、それぞ

れリスク推計結果を載せておりますが、4,274事業所からの届出の排出源ごとの推計結果で、

懸念箇所は認められませんでした。 

○ＭＯＥ事務局 続きまして、様々な排出源の影響を含めた暴露シナリオによる評価について、

御説明いたします。 

 表10にお示ししておりますとおり、さまざまな排出源の影響を含めた暴露シナリオによる推

計モデルにより、大気中濃度及び水質濃度を計算いたしまして、評価対象地点とした環境基準

点を含む3,705地点のリスク推計をいたしまして、表10にお示ししてありますとおり、ハザー

ドコーシェントが１以上になる地点はございませんでした。 

 続きまして５－３、環境モニタリングデータによる評価でございます。 

 直近５年のジクロロメタン大気モニタリングデータ及び水質モニタリングデータをもとに、

リスク評価を実施いたしました。結果は表11及び12に示すとおりでございまして、大気、水質

ともにハザードコーシェントが１以上となる地点はございませんでした。 

 それでは、資料２－１にお戻りいただきまして、ジクロロメタンの評価結果について御説明

いたします。 

 評価結果及び今後の対応についてでございます。 

 ジクロロメタンの人健康に係る有害性評価として、既存の有害性データから有害性評価値を

導出いたしまして暴露評価とあわせた結果、リスク評価としてこれらを比較した結果、暴露濃

度及び摂取量が有害性評価値を超えた地点は確認されませんでした。 

 製造・輸入数量の経年変化につきましては、平成23年度以降、やや減少傾向でございます。 

 このことから、現在推計される暴露濃度では、ジクロロメタンによる環境汚染により、広域

な地域での人健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認められないと考えられます。 

 そのことから、生態影響に関しましても平成28年のスクリーニング評価におきまして有害性

ランク４、暴露４で「低」と判定されており、優先評価化学物質相当ではないと判定されてお

りますことから、化審法第11条２号ニに基づきまして、優先評価化学物質の指定の取り消しを

行いたいと考えております。 

 なお、この物質につきましては、化学物質管理、大気汚染及び水質汚濁等に関する他の法令

に基づく取り組みを引き続き推進していくとともに、ＰＲＴＲ排出量、環境モニタリングデー

タ等を注視していきたいと考えております。 
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 また、この物質につきましては、数理モデルによって高濃度と推計された地点における環境

中濃度が十分に把握されていないことに留意する必要があるとしております。 

 これの詳細につきましては、行きつ戻りつして申しわけないんですけれども、資料２－２の

８ページの６を御覧ください。「追加調査が必要となる不確実性事項等」ということで記載し

ておりまして、過去に大気の環境基準を超過した状況において、測定局から数百メートルに位

置する事業所から年100トン程度の大気排出がございました。同程度の大気排出量を有する排

出源は、平成25年度及び平成26年度のＰＲＴＲ届出によりますと、全国に20事業所ほど存在し

ております。一方で、このような高排出源付近で数理モデルによって高濃度と推計された地点

で測定された環境モニタリングデータが存在していないことから、先ほど資料２－１の○の５

個目でお示しした文言を記載しております。 

○白石委員長 今の事務局の説明について、御質問、御意見がございましたらお手元のネーム

プレートをお立てください。順に指名させていただきます。 

○原田委員 説明ありがとうございました。 

 結論に関しては、こちらのとおりで私は賛成です。 

 １点だけ、有害性評価、その中でも変異原性のところの解釈について教えてください。 

 具体的に申し上げますと、資料２－２の５ページ。 

 先ほどの御説明の脚注２にございますけれども、in vitro変異原性試験のところで１，２－

ジクロロプロパンとジクロロメタンの同時暴露のお話を証拠として取り上げられています。こ

れは単一の物質の評価であって、マウスのコメットアッセイの結果だけで変異原性を語るには

十分ではないかと思います。なぜこちらの２つの物質を同時暴露した試験結果を持ってきてい

るのか、そこについて御説明をお願いしたいと思います。 

○本間委員 私からお答えします。 

 本物質は変異原性、つまり突然変異誘発性が非常にキーとなると考えております。特に、ハ

ロゲン化アルキルは一般的に変異原性があって、発がん性があるというのが常識です。ここで

はＡｍｅｓ試験が陽性ですので、そのフォローアップとして、トランスジェニックの試験が非

常に決め手となると考えています。 

 ところが、残念ながらこれまでの報告では、この剤について個別で試験した例がなかったも

のですから、この剤は、御存じのように印刷工場の発がん性で非常に社会的問題を起こした事

例でもありますので、そのフォローアップとして行ったこの試験に関しては、ある程度重みを

持って見るべきではないかと考えました。おっしゃるように単独での試験結果ではありません
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が、複合暴露のほうで陽性反応が出ました。これは、必ずしもこれはジクロロメタンの影響で

はなく、もう一つの１，２－ジクロロプロパンのほうの影響かもしれませんが、保守的な考え

方をさせていただいて、ここは変異原性が「ある」というわけではなくて、「ないと断定する

には至らなかった」という形で記載させてもらった次第です。 

○林部会長 ちょっと確認なんですけれども、これは厚生労働省の方針として、今後もこうい

うふうな複合、何種類かのケミカルが混ざった試験のデータがある場合には、それを評価に使

用するというお考えなんですか。今、原田委員もそれをお聞きになりたかったんだと思います。 

 これは事務局からお答えいただければと思うんですが。 

○ＭＨＬＷ事務局 恐らくその物質の試験データがどれだけ豊富にあるかにもよるんだと思い

ますけれども、個別の物質の情報に応じて判断されるものかと思います。 

○林部会長 今回のものについては十分なデータがあると私には見えるんですけれども、この

程度でもまだそれを使われるというお考えなんですね。 

○ＭＨＬＷ事務局 今回の物質につきましては、複合暴露のデータも補足したほうがいいかと

考えました。 

○白石委員長 ジクロロプロパンの影響とジクロロメタンの影響を分離して解析しているよう

なことはないんですか。そういった報告ではない。 

○ＭＨＬＷ事務局 今回の複合暴露の試験につきましては、複合暴露のみというか、その場合

の結果となります。 

○林部会長 今回のは両方あったのではなかったですか。だから、ジクロロメタンだけでやれ

ばコメットアッセイは陰性だったと記憶していますが。 

○ＭＨＬＷ事務局 失礼しました。そのとおりかと思います。 

○菅野委員 今の話と間接的につながるのかもしれないと思って、ここでコメントするんです

が、先ほどの８ページの６．追加調査が必要となる不確実性事項等というところで、これは要

するに溶媒としての使用が多いものだから、大手の会社以外に小さな印刷所とかそういう排出

源がたくさんあるからということも、ある意味、含まれていると考えていいんですか。そうい

うわけではない。要するに、モデルと合わないというのが、そういう小口の排出源が非常に広

く分散している可能性をお考えなのかどうか聞きたかったんですけれども。 

 使用形態がある程度おわかりですよね、この物質は特に溶媒として使うのが有名ですから。

そうすると、先ほどのメタンとプロパンの合剤というか、似たようなもので使っているとか、

そういうことも含めての数理モデルもお考えなのかということです。 
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○ＭＯＥ事務局 ８ページの６．でございますけれども、こちらの不確実性事項に関しまして

は非常に大規模な、大手の事業所を想定したものということでございます。過去に環境基準を

超過した状況において、その超過したところは数百メートルに位置する事業所から年間100ト

ン程度の大気排出があった。同程度の大気排出を有する排出源ということで、100トン程度の

排出で大きな固定発生源を想定しております。 

 一方、菅野先生に御指摘いただきました個別の分散型の排出源があることも認識しておりま

すけれども、それに関しましてはまた関係部局等とも連携いたしまして、対応を考えていきた

いというふうになっておりますので、こちらの記載は大規模な固定の排出源ということでござ

います。 

○亀屋委員 これは他法令もある物質ですので、きちんと管理して使っていただいていれば現

状の評価で問題なしということで、その結論については何も差し挟むところはないんですけれ

ども、トレンドとして、資料２－２の３ページ、４ページあたりで、特に４ページで排出移動

量がトレンドとして減ってきていると。管理促進しているのかなと思いつつ、３ページのほう

では製造・輸入量が変わっていないようにも見えるんですが、この辺をどのように解釈されて

いるのか。それとも使い方が何か変わっているのか、ちょっとその辺、何か御知見、情報があ

りましたら御説明いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○ＭＥＴＩ事務局 御指摘のところは、今のところその解析はしてございません。 

○庄野委員 ぶり返すようですけれども、先ほどの御議論の、要するにマウスコメット試験で

の有意な陽性のところなんですが、これは業界にとっても、今後の運用の中でこんなことをま

たやられるのか、それはそれなりの意味があってやるのかどうか。非常に重要なポイントです

ので、これはぜひ明確な答えをいただきたいと思います。 

○白石委員長 これは厚労省のほうからですか。複合暴露の影響まで記載する必要はないので

はないかという御意見が結構多いような気がしますが。 

○広瀬委員 変異原性のことで、私は専門でないので判断は委員の先生にお任せしますけれど

も、変異原性のある、なしというのはいつもエキスパートジャッジということで、はっきりさ

せてくれということはあるんですが、複合暴露、今回の場合は、私の認識では個別では陰性だ

ったんですけれども、あわせると陽性だった。その陽性がどちらから来たのかは、結局わから

ない。だから陰性では不十分だったか、あわせたことによって複合の何かの影響があったのか

もしれませんけれども、実際に片方で何か遺伝毒性があったことを否定できないということで、

安全側にとって判断されたのかと思います。 
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 この安全側をとったという考え方をどう運用するかという問題ですけれども、例えばですけ

れども、食品安全委員会で遺伝毒性がエキスパートジャッジできない場合は、ＴＤＩとＶＳＤ

の両方を計算して低いほうを厚労省に判断してもらうというスタンスで清涼飲料水は運用して

います。これはもう科学ではなくて運用の問題になりますけれども、化審法でもそういう運用

をされたらいいのではないかというのが私の意見です。 

○白石委員長 これを持ち出さなくても、今あるデータだけでも十分だと林部会長はおっしゃ

っていますが、そういうことですか。 

○広瀬委員 それは専門家によって分かれるので、決着がつかなかったら場合はという前置き

をさせていただきます。 

○林部会長 私もこれは、どちらにしたら絶対にいいんだという正しい答えはすぐには出てこ

ないと思うんですけれども、今回の場合は特にそうだと思うのですが、どちらかはっきりそれ

を示していただかないと、今後こういう評価をするに当たって、複数のもので処理したときに

出たよというようなデータを、やはりポジティブの方向で扱うのかどうか、その辺のところは

きちっと指針的に示していただかないと、データをつくるほうも非常に苦労することになると

思います。 

○本間委員 化審法の評価で使うデータですが、ほとんどが科学文献の中からの評価です。食

品安全委員会では、ＧＬＰで行われたかなり信頼性の高いデータで評価しますので、いわゆる

スタンダードバッテリと言われる試験がＧＬＰで行われて、その結果を基本的に使って評価す

るというのが基本的なスタンスです。 

 ところが、今回のようにいろいろな科学論文を集めて評価するというのは、それぞれの試験

の信頼性というものがありますので、どうしても最終的には判断が難しいというのがほとんど

です。したがって、正直言って、そうなるとどうしても保守的にならざるを得ないというのが

私としては実感です。 

 

○林部会長 今、本間委員のおっしゃったこともわかるんですけれども、今回のデータはコメ

ットアッセイで、今回の評価対象物質であるジクロロメタンだけの試験も行われていて、それ

は陰性だったわけです。それにさらに１，２－ジクロロプロパンを併用したときに陽性の結果

が出てきたということなので、ちゃんと今回の評価対象物質の試験はなされていて、それで結

果が出ている。それなのに、その他の複合で出たものの影響を評価に用いるというのは、これ

は確かに行政のほうの判断になるのかもしれませんけれども、そこの判断をはっきりとお聞か
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せいただきたいと考えている次第です。 

○能美座長 私も遺伝毒性が専門で、今回データを見せていただいて、確かに単独処理で陰性

だという結果は出ておるんですが、このジクロロメタン自体が遺伝毒性物質なのか、ＤＮＡと

反応するのかは表１の６とか７を見て一目でわかるものでは必ずしもないんですね。では、ど

ういうメカニズムでジクロロメタンがＤＮＡと反応するかということは、なかなか難しい物質

でありまして、グルタチオン抱合といったことが提案されていますけれども、それでみんな説

明できるのか、なかなか難しいところですね。 

 そういう意味からしますと、関連する文献は収集していただいて、それに基づいて総合的に

評価する。今回の文章の書き方としても、「否定することはできない」というかなり苦しい言

い方をされているのは、そういうメカニズム的にすっきりとＤＮＡと反応する物質とは言い難

いというところで、こういう言い方をされているのかなと思うんですが。ですから、必ずしも

この単品だけを集めてきて、それで話がすっきりとわかればそれでよろしいと思うんですが、

このような、なかなかメカニズム的にどうやってＤＮＡと反応するかがわからない、評価が難

しい物質については、むしろ周辺の文献も集めていただいて、それに基づいて評価していただ

いたほうがより適切なのではないかと私は思います。 

○白石委員長 これは同時暴露試験の内容がよくわかっていないんですけれども、１，２－ジ

クロロプロパン単独でもやられているんですね。それで、それは陽性なんですか。あ、それも

陰性なんですか。単独だと両方陰性なんだけれども─ということですか。 

○ＭＨＬＷ事務局 おっしゃるとおりです。 

○白石委員長 そういう試験結果をどのように扱うか。 

 これはポジティブに捉えているわけではなく、ウェイトオブエビデンスとして捉えることだ

と思うんですが。 

 事務局のほうで。先ほど御回答いただいたような気もしますが。 

○ＭＨＬＷ事務局 資料２－２の５ページにございますが、この物質に関しましては、先生方

から御意見いただきましたように単品の試験と複合的な試験あわせて踏まえまして、この物質

の変異原性に関しては、「変異原性はないとは言えない」という御判断を頂戴しておりますの

で、そうなるかと思います。 

 一般化でございますが、物質の性状などは個々の物質によってさまざまですので、どうして

も個別の物質の性状や各試験結果を見て総合的に判断せざるを得ないのかなと、一律に基準を

設けるですとか、そういったことは難しいのではないかと考えます。 
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○林部会長 では今の場合、この化審法で言う評価単位、ユニットはどうなるんですか。その

辺を明確にしていただかないと、これは何をもって評価しているのか。データがあるんですよ、

この場合は。データが全くなくて、複合のデータしかないといった場合であれば、それはいろ

いろな考え方ができると思うんですけれども、今の場合ちゃんと単独のデータがあるわけです。

では化審法として、一体この評価ユニットを厚労省さんはどのようにお考えになっているのか、

その辺お聞かせください。 

○ＭＨＬＷ事務局 この物質については、ユニットはジクロロメタンでございます。 

○白石委員長 だから、ジクロロメタンのデータを使えばよろしいのではないかという御意見

だと思いますけれども。わざわざ複合影響まで持ってこなくてもいいのではないか。 

 少なくともジクロロメタン単独ではなかったようなことを記載しておいたほうがいいんです

か。 

○ＭＨＬＷ事務局 先ほど広瀬先生、本間先生、能美先生からも御意見頂戴しておりますが、

確かにジクロロメタン単品では陰性の結果があることは事実でございまして、ただ、一方で、

１，２－ジクロロプロパンとジクロロメタンの複合暴露についても陽性の結果があるという知

見があることも、すなわち事実ですので、今回の場合についてはそれらをあわせて、閾値のな

い遺伝毒性発がん性物質として御判断いただいたということでございます。 

○林部会長 私は、全体としての判断にクレームをつけているわけでは全くありません。これ

はもうこの評価で結構だと思うんです。 

 だから今後の考え方として、こういう単独でのデータがあり、なおかつ複合のデータがあっ

て、そのデータの結果が違ったような場合に、それをどう評価するのか。要するに、評価単位

のデータを尊重すべきではないかというのが私の考えなんですけれども。 

 この全体の評価について、何も今、クレームしているわけではありません。それは本当に評

価の考え方の部分だと思いますし、非常に評価単位を認識した基本的な考え方なので、そこの

ところをはっきりさせていただかないと、今後、何を評価しているのかわからなくなるのでは

ないかという趣旨でございます。 

○ＭＨＬＷ事務局 林委員の御指摘のとおり、基本的には評価単位単独の試験を基本として、

今回のように複合暴露の試験などの情報は、参考試験として扱っていただき、個々の物質に応

じて専門家の先生方に専門的な見地から御判断をいただくことになるのかなと考え、今後はそ

ういうスタンスで評価をいただくのかなとは思いますが。 

○庄野委員 別に産業界としてではなくて、要するにこういう物質の評価というのは、やはり
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基本原則は、林先生がおっしゃるようにできるだけ単一でやるわけですよ。我々もできるだけ

純粋なものを使ってやろうと今までしてきているわけなので、ただ、そこに、もしそういう混

合物があるということ、あるいはこういった評価をしなければいけないときときというのは、

基本的にその物質が不安定な場合とか、他の物質に変わったりとかいろいろな状況判断をして、

それなりの理由があってやることだろうと思うんですよね。 

 ですから、もしそれを言われるならば、ぜひきちっとした理由をつけてやっていただきたい

と思います。 

 印刷工場の話は、単に胆管がんの議論等の、ジェネレーションの問題はまた別の問題だろう

と考えていますので、その辺は十分留意してやっていただければいいのではないかなと思って

います。 

○白石委員長 「変異原性がないとは言えない」というところまではよろしいということです

かね。そこに至る考え方を少し整理したほうがいいのではないかという御意見なんですけれど

も、この場合には、さまざまな情報を集めて総合的に考えて、この結論に導いたという論旨に

したいということなんですが、いかがでしょうか。マウスのコメットアッセイだけでも十分だ

という御意見もありましたが。 

 いかがでしょうか。ここを修文すべきだという強い意見がございましたらお伺いいたします

が。 

○菅野委員 確認ですけれども、このデータをもたらしている情報源は論文ですか、報告書で

すか。 

○ＭＨＬＷ事務局 論文でございます。 

○菅野委員 単体と複合と単体、ＡとＡ＋ＢとＢをやっているわけですね。 

○ＭＨＬＷ事務局 おっしゃるとおりです。 

○菅野委員 Ａ＋Ｂは、用量はどうなっているんですか。半々ですか、それとも１＋１ですか。

あるいは、１＋１と２でちゃんとやっているのか。要するに、饅頭煎餅論争と私は習ったんで

すけれども、Ａ＋Ｂは、饅頭と煎餅を１個ずつもらったら絶対得だという話なんですけれども。 

 それが１つと、この組み合わせを選んだ理由は何だと書いてありますか。もしこの選ぶ理由

が厚生労働省的には外せないということであれば、庄野委員がおっしゃるような分解とか云々

とはレベルが違いますけれども、こういう組み合わせはよくあるんだからと。暴露を見るとき

のモニタリングのときにもそれがペアで出てくるのかという問題も出てくるかもしれませんけ

れども。だから、なぜこのペアが出てきているのかということにも、この安全側にとるという
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ことが影響されているのかどうかという点。 ２点、一応クリアにしておいたほうがいいのか

なと思うんですけれども。 

○ＭＨＬＷ事務局 今の菅野委員の御指摘につきまして、資料２参考２の20ページでございま

して、「大阪のオフセット校正印刷会社で……」という段落でございまして、恐らく一時、印

刷会社で胆管がんの事例が頻発したという報道がございましたので、 Kumagai（2013）らの調

査で１，２－ジクロロプロパン及びジクロロメタンを含む洗浄液の症例報告といいますか、そ

ういった報告で、1991年から2006年まで１年以上勤務したと考えられる男性の症例が報告され

ております。 

 そういったことがありましたので、複合暴露をしていると考えられます。 

○菅野委員 そうすると、本間委員がおっしゃった非常に難しい物質に関して、現状に即して

ある程度コンサバティブに振らなければいけないというところがここにあるんだとすると、あ

る程度は尊重してもいいのかなとは思いますけれども。そこは難しいでしょうね。ケース・バ

イ・ケースになるのかもしれない。 

○林部会長 今、御説明いただいたのは労安法の範疇の話ですよね。今、我々、化審法は環境

経由での人への暴露の話をしているわけです。それも評価単位をはっきり区切って議論してい

ると私は信じているんですけれども、その辺はどこまで範囲を広げるというか、考え方を広げ

ないといけないんでしょうか。 

○ＭＨＬＷ事務局 今、申し上げましたように、１，２－ジクロロプロパンとジクロロメタン

の複合暴露の知見があるのは事実ですので、その知見に基づいてこの試験を採用したというこ

とです。 

○白石委員長 参考にするならジクロロメタンでネガティブだったのを参考にすべきだろうと

いうことだと思うんですが。 

○庄野委員 この議論をずっと続けるわけにいかんような気がするんですけれども、これは要

するに、リーゾニングを明確にしてくださいということなんですよね。たまたま２つあったか

らコンサバティブに見たほうがいいとか、そんな議論ではない。物質を正確に評価して、それ

が本当にどんな影響があるのか、それがどんなリスクがあるのかというふうに持っていかなけ

ればいかんわけでしょう。まさに単品で、その知見がある中で、こういった議論については、

単にこれは変えていただいたらいいだけの話ではないんですかね。かえってそれをエクスキュ

ーズとか、そんな論点を発展させること自体、混乱を招くのではないかと思います。 

○白石委員長 変異原性はないとは言えないということは、皆さんご同意いただけたので、こ
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このまとめ方、書きぶりに関してはもう少し検討していただきたいかなと思います。 

 安全側に考えて「変異原性はないとは言えない」ということで、発がん性のスロープファク

ター等を計算したというところで、リスク比に対してもこの合計値をもってリスク推計を行う

ということに関してはよろしいということであれば、その結論に至るまでの考察の部分を少し

考えていただいて。 

 では、座長預かりということで、ちょっと長くなりましたので、ここは閉めさせていただき

たいと思います。 

○鈴木委員 ７ページの大気モニタリングにおける評価のところで、ＨＱが、0.1から１のも

のが89という数があるんですが、表10のほうはわかるんですが、表11の89というのはどの程度

１に近いものだったのか、0.1に近いものだったのか、およその雰囲気を御教示いただければ

と思います。 

○ＭＯＥ事務局 詳しいデータはちょっと持ってきていないんですけれども、10ページに大気

モニタリングの最大濃度をお示ししておりまして、過去10年間の最大濃度が0.18mg/m3でござ

いまして、発がんの吸入経路の有害性評価値と比べていただくと、大体の感覚がわかろうかと

思います。 

○鈴木（規）委員 多分これはモニタリングデータについても、恐らく地点数と分布は一応考

慮すべき事項だと私は思いますので、資料を出していただいたほうがよろしいかなと思います。 

○ＭＯＥ事務局 承知しました。 

○白石委員長 他、いかがでしょうか。 

 それでは、大分時間がオーバーしておりますので。 

○青木委員 すみません、もし他になければ一言だけ。 

 細かいことですけれども、重要なことなので。 

 資料２－２の９ページ、「国内におけるその他の関係法規制」の中に、大気の環境基準の値、

0.15mg/m3に対する言及がないので、しかもそれで根拠が環境基本法になっていますので、早

く気がつけばよかったんですけれども、そういうことを入れておいたほうがよろしいのではな

いかと思います。 

○白石委員長 環境基準の項目が抜けているということですね。事務局、よろしいでしょうか。 

 では、その辺は修正をお願いいたします。 

 では、ジクロロメタンにつきましては、有害性評価のところで一部まとめ方を考えることに

させていただいて、その他の部分については、全体としては事務局から説明いただいたとおり
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の評価と対応にしたいと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○白石委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、安息香酸ベンジルの評価についてお願いいたします。 

○ＭＥＴＩ事務局 資料３－２を御覧下さい。安息香酸ベンジルのリスク評価書簡易版になり

ます。 

 本物質ですけれども、１ページ、２ページに物理化学的性状、濃縮性、分解性を載せており

ます。 

 本物質は、例えばｌｏｇＰｏｗは3.97等と精査の上、設定しております。これらはリスク評

価に用いる物化性状等のレビュー会議におきまして、専門家のレビューを経て設定したものに

なります。 

 これらの設定経緯等の詳細は、資料３－２参考１に記載しております。 

 続きまして、排出源情報です。３ページになります。 

 本物質は化管法対象物質ではございませんで、化審法の製造数量等の届出情報のみ記載して

おります。 

 本物質は製造・輸入はなく、輸入数量が百数十トンレベルで推移しております。 

 主な用途は、届出がありました用途は表４に記載しておりまして、その中で最も排出の寄与

が大きいものは22-a、洗浄剤用の香料として推計排出量が78トン等と推計されております。 

○ＭＯＥ事務局 続きまして、有害性評価でございます。 

 本物質に関しましては、藻類、甲殻類ともに急性慢性データが得られております。魚類に関

しましては急性データも慢性データも得られておりません。そうしたことから、藻類、甲殻類

のうち低い藻類のほうの慢性データを種間外挿「５」で除しまして、さらに室内から室外への

外挿係数で不確実性係数積「50」で除しまして、ＰＮＥＣを得ております。 

 なお、本物質に関しましてはｌｏｇＰｏｗが３以上となっておりますので、底生生物の評価

も行っております。底生生物に関する有害性情報は得られておりませんので、水生生物に関す

るＰＮＥＣの情報より、平衡分配法を用いまして底生生物に関するＰＮＥＣを導出しておりま

す。 

○ＭＥＴＩ事務局 続いて暴露評価、リスク評価、５ページになります。 

 まず、排出源ごとの暴露シナリオですけれども、化審法の製造数量の届出、都道府県別用途

別出荷量を用いて排出源の設定を仮定し、推計したものが、表７になります。推計上、これら
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の調合あるいは工業的使用段階等のリスク懸念箇所は推計されませんでした。 

 また、この物質は洗浄剤、芳香剤としての排出が主ですので、その水系の非点源シナリオ、

例えば洗浄剤が集まって下水処理場から排出される等といった排出シナリオでも推計しており

ます。 

 こちら表８になります。ここでは、下水処理場におけるこの物質の除去率を推計により

80.2％と置いて、推計したものになりますが、こちらでもリスク懸念等は推計されませんでし

た。 

○ＭＯＥ事務局 続きまして、様々な排水源の影響を含めた暴露シナリオによる評価でござい

ます。 

 本物質はＰＲＴＲ対象化学物質ではございませんので、化審法の届出情報と排出係数から推

計した排出量を用いまして、さまざまな排出源の影響を含めた暴露シナリオによる推計モデル

により水質濃度の計算を行いました。 

 メッシュへの配分方法でございますけれども、11ページにフレームデータをお示ししており

ますので、そちらも御覧下さい。 

 その結果、表９にお示ししておりますとおり、ＰＥＣ／ＰＮＥＣが１以上となる地点が52地

点となっております。これに関しましては、ＰＲＴＲ情報を用いた結果ではございませんので、

５ページの脚注等もごらんいただければと思います。 

 続きまして、環境モニタリングデータによる評価でございます。 

 直近５年及び過去10年間の安息香酸ベンジルの水域及び底質モニタリングデータは得られて

おりませんので、環境モニタリングデータによる評価は実施しておりません。 

 では、資料３－１にお戻りください。 

 リスク評価（一次）評価Ⅱにおける安息香酸ベンジルの評価結果について、評価結果及び今

後の対応でございます。 

 安息香酸ベンジルにつきまして、既存の有害性情報から水生生物及び底生生物に関する予測

無影響濃度（ＰＮＥＣ）を導出いたしまして、暴露評価として、化審法の届出情報に基づく予

測環境中濃度の計算を行っております。幾つかのシナリオで推計しておりました結果、排出源

ごとの暴露シナリオ及び水系の非点源シナリオによるリスク推計結果では、ＰＥＣがＰＮＥＣ

を超えた地点はございませんでした。一方、さまざまな排出源の影響を含めた暴露シナリオに

よる評価では、ＰＥＣがＰＮＥＣを超える地点が見られております。また、製造・輸入数量に

関しましては、平成24年度以降、ほぼ横這いでございます。 
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 以上のことから、現在推計される暴露濃度では、安息香酸ベンジルによる環境の汚染により

広範な地域での生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがないとは言え

ないと考えられます。 

 他方、本物質に関しましては、先ほど御紹介いたしましたとおりＰＲＴＲ対象化学物質では

ございませんで、ＰＲＴＲ情報が得られていないことであるとか、環境排出量の推計に不確実

性があること、また、環境モニタリングデータも得られておりませんことから、評価Ⅱの判断

に足る暴露評価が得られていないと判断いたしまして、環境モニタリングによる実測データを

収集することとさせていただきたいと思います。 

○白石委員長 御質問、御意見ございましたらお手元のネームプレートを立ててください。い

かがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 評価Ⅱの判断の根拠に足る暴露評価結果が得られていないということで、環境モニタリング

による実測データを収集することとするということですが、よろしいでしょうか。 

 特段御意見がないようでしたら、安息香酸ベンジルについては事務局から説明いただいたと

おりの内容とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 では、次の議題です。議題２、デフォルトの有害性を適用する物質について、事務局より説

明をお願いします。 

○ＭＯＥ事務局 資料４に基づきまして、御説明いたします。 

 スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質と優先評価

化学物質の判定案並びに今後の進め方についてでございます。 

 昨年度、御議論いただきまして、有害性情報が全く得られなかった物質に関しましてはデフ

ォルトの有害性クラスを適用してスクリーニング評価を行い、当該年度中に優先評価化学物質

判定の審議に諮ることとされております。 

 これを受けて、ホームページより一定期間を設けて有害性情報の提供依頼等を行いましたの

で、以下にその結果をお示ししております。 

 有害性情報の提供依頼等の結果につきましては、１枚めくっていただきまして、別紙にお示

ししているとおりでございます。 

 本表にお示ししてある７物質につきましては、10月28日の本審議会におきましてデフォルト

候補ということでお示ししておりまして、その後、情報提供結果の欄にございますとおり、５

物質に関しましてはデータ提供あるいは試験実施予定ということで、お申し出をいただいてお
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ります。 

 本表の３番、４番に示す物質に関しましては、情報提供及び試験実施の予定等ございません

ので、これに関しましては下の表のとおりでございまして、暴露クラスが３、デフォルト有害

性クラスの１を適用いたしまして、優先度「高」、優先評価化学物質として判定したいと考え

ております。 

○白石委員長 御質問等ございましたら、お手元のネームプレートを立ててください。 

 これもよろしいでしょうか。情報が得られなかった２物質について、デフォルトを適用する

ということでございます。 

 特段御意見がないようですので、有害性情報の提供がなかった２物質については、デフォル

トの有害性ランク１を適用するということで、資料４別紙の下の表の２物質につきましては優

先評価化学物質相当と判定したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○白石委員長 では、優先評価化学物質相当と判定させていただきます。 

 ありがとうございました。 

 続きまして議題３、化審法における2020年目標の具体化について、事務局より御説明をお願

いします。 

○ＭＥＴＩ事務局 資料５を御覧下さい。 

 こちらは10月28日の３省合同審議会で、「化審法における2020年目標の具体化について」と

いうことで方向性等について御説明させていただき、方向性について御了承いただいたところ

でございます。 

 その資料をもとにしまして、さらに今回は、進捗状況と方策ロードマップを肉付けしたもの

となっております。 

 １枚目は、前回お出しした中身のとおりとなっております。2020年目標を化審法の中で少し

具体化したイメージを示したものになっています。 

 ２枚目、３枚目に、平成21年改正以降のスクリーニング評価の進捗について、物質数等を示

しております。 

 まず２枚目ですけれども、図の左のほうに一般化学物質約２万8,000、前回の改正から昨年

10月まで、合計７回のスクリーニング評価を行ってきましたけれども、母集団、この一般化学

物質約２万8,000の中から順に評価をかけてまいりました。一般化学物質全体の中で製造・輸

入数量が合計で１トン以上のものが製造数量等の届出の対象になりますが、平成28年10月のス
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クリーニング評価の時点で、6,700物質が官報公示整理番号ベースで届出がございました。そ

れをＣＡＳ番号等の評価の単位の数にしますと、１万1,904物質になります。さらに製造輸入

数量の合計値が10トン超のものがスクリーニング評価の対象ということで、暴露クラス付けを

行う対象になります。それが7,661物質でした。その中で暴露クラスの「外」と５が割と大き

な割合を示しておりまして、暴露クラス１から４のものが人健康影響ですと911物質、生態で

すと643物質でした。 

 この内訳をさらに示したものが３枚目になります。 

 上の横の棒グラフが人健康、下が生態影響の暴露クラス１から４の内訳になっております。

こちらで真ん中の濃い灰色のところが、これまでに有害性クラスを付与済みになっている物質

で、優先にならなかった一般化学物質の数になります。人健康で222、生態影響で289になりま

す。その左側の黒い部分ですけれども、ここは「要組成等確認」等と記載しておりますが、前

回この2020年目標の方策の中で、既存化学物質の名称が包括名称等で物質の同定がし難いもの

については、構成成分等の情報を出していただけるような省令改正等の検討をして、それ以降

に着手していくという方向性をお示ししましたけれども、それを想定した物質群になります。

それがこのくらいの物質数想定されております。 

 この図の右のほうの白い部分、こちらが2020年までに評価を加速化して、この中からより優

先度「高」になりそうなものは2020年までに評価を終えようという部分になります。こちらも

既に有害性の情報収集をして、結果として情報が得られなかったものが人健康影響で45物質、

生態影響で120物質、これらはデフォルトの有害性クラス適用の候補になっていくと想定され

ます。 

 それ以外の白い部分は、未収集ですとか評価の途中である物質となっております。 

 ですので、前回の改正から７回のスクリーニングを経て、約２万8,000の一般化学物質の中

からこれだけの物質まで絞り込んできたという進捗状況となります。 

 ４枚目ですけれども、このスクリーニングのほか、スクリーニング・リスク評価の合理化、

加速化の方策の方向性をお示ししたもので、この４枚目は前回資料でお示ししたとおりでござ

います。 

○ＭＨＬＷ事務局 続きまして、５枚目でございます。 

 ４枚目のスライドは、前回の審議会でお示ししたものでございまして、これに対する具体案

といたしまして、評価の合理化、加速化の方策として具体的なものをまとめさせていただいて

おります。 
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 構成といたしましては、スクリーニング評価とリスク評価、制度改善という項目に分けさせ

ていただきまして、それぞれに対して次の例で改正の箇所、具体的に言いますと、スクリーニ

ング評価、リスク評価のガイダンスや経済産業省の省令は運用で改善ができるものと分けさせ

ていただき、一番最後の例にそれぞれのガイダンスの改正・改善内容を書かせていただいてお

ります。①から②については、スクリーニング評価に関して改正を提案させていただきました。

また、リスク評価については⑤から⑦でガイダンスの改善、⑧から⑪で運用の改善、例えば現

在の評価Ⅱのリスク評価書の合理化やスケジュールの見直し等について提案させていただいて

おります。一番下の制度改善といたしましては、経済産業省令やその他省令の改正などを提案

させていただいております。 

 ６枚目ですが、今お示しした各提案につきまして、それをロードマップ化したものでござい

ます。こちらも同様にスクリーニング評価とリスク評価に分けて、手法や運用の改善によるも

のと制度改善によるもの、それぞれ並行して走らせて進めさせていただきたいと思っておりま

す。 

 今回お示ししたのは具体例とロードマップでございまして、今後の審議会におきまして、具

体的なガイダンスの改定の点などにつきまして引き続き御審議をいただければと思います。 

○白石委員長 今の説明につきまして、御質問等ございましたらお手元のネームプレートお立

てください。 

○原田委員 説明ありがとうございます。 

 ５ページで少し内容を確認したいので、お願いいたします。 

 右の欄、改正・改善内容の⑧の意味について確認したいです。 

 具体的に申し上げますと、「ＱＳＡＲ・カテゴリーアプローチも含めた情報提供受付窓口を

設置して」ここまでは理解できます。「利用促進」と述べられていますけれども、これは一体

何の利用になるのか、想像するに、ＱＳＡＲ・カテゴリーアプローチといった手法を積極的に

行っていくと理解をすればよろしいのでしょうか。 

 それと、次の10条１項の発出との関係を説明いただけるとありがたいです。 

○白石委員長 では、事務局から御回答をお願いします。 

○ＭＨＬＷ事務局 今の御質問につきましては、ちょっと４枚目のスライドと表現が揺れてい

るところかとは思いますが、ＱＳＡＲ・カテゴリーアプローチの利用を促進していくことと、

あと、情報が少ない物質に関して化審法の法令上、10条１項に有害性の調査をできるという規

定がございますので、そういった法令上の規定も活用しつつ、情報がない物質に関して情報収
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集をしていくという趣旨でございます。 

○白石委員長 「及び」か何かですか。利用を促進することと、10条１項の発出を行うという

のは内容が分かれているという理解でよろしいですか。 

○ＭＨＬＷ事務局 内容的には分かれております。 

○原田委員 説明ありがとうございます。 

 これは前回もこのシートについて文面を確認させていただきましたが、10条１項を最初に出

すのではなくて、ＱＳＡＲだとかカテゴリーアプローチ、もしくは非ＧＬＰデータも収集した

上で、どうしてもデータがないものに関して10条１項を発出するという位置付けだったと前回、

経済産業省様、事務局から説明をいただきました。並列にならないよう、段階がわかるように

書いていただいたほうがありがたいと思います。 

○ＭＨＬＷ事務局 いただいた御意見を踏まえて、関係の省と検討させていただきます。あり

がとうございました。 

○青木委員 まず、2020年目標に向けていろいろ合理化、加速化のことを御検討いただきまし

て、まことにありがとうございます。 

 そういう中で、私はやはり１つ気になるのが、やはり５ページにあります中で評価Ⅱのスケ

ジュールの見直しという点、ちょっとこれ考えていただければと思います。 

 例えば今回、非常に私自身おもしろいと言うと申しわけないのですが、なかなかリスク評価

というのは難しいなと思ったのが、例えばヒドラジンですね、これはこれだけ有害性も、それ

からリスク評価に必要な情報が比較的揃っているにもかかわらず、行政機関の中でリスク評価

があまり行われてこなかった物質だということがわかって、非常に興味があります。例えばこ

ういう物質は、優先的に、前倒しにやっていったほうがいいのではないかと思います。 

 現実に、ヒドラジンに関しては評価Ⅲにいかなければならない、要するに時間がかかること

がわかってきたわけですから、やはり時間がかかりそうなものは先にやっていくのが筋ではな

いかと思います。 

 一方、現実に行政機関でリスク評価が行われてきているものというのは、もちろんここでは

あくまでも化審法での化学物質の管理を目標にして審議されていることは十分理解した上で申

し上げることなのですけれども、やはり、ある程度いろいろなリスク評価値等が算出されてい

るものについては、それを参照していただいて、リスク評価の加速化を進めていけるようにし

ていただければよろしいのではないかと思います。 

○白石委員長 ありがとうございます。御意見ということで伺っておけばよろしいですか。 
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 他、いかがでしょうか。 

○本間委員 ３枚目のスライドですけれども、2020年目標の具体化ということで、対象となる

物質が枠で区切ってありますけれども、2020年目標としてはこの部分だけを対象とするのか、

それとも今、問題となっているような低生産とか少量新規等をどうするのか、そういったお考

えは何かあるんでしょうか。 

○ＭＥＴＩ事務局 こちらの紙は既存化学物質といいますか、いわゆる一般化学物質の加速化、

合理化という枠組みの中でという形で示させていただいたものになります。ですので今回の改

正のところに関しては、ここではまた別途という格好になるかと思います。 

○本間委員 要するに、ＷＳＳＤがやっている2020年目標とはまた別だということですか。 

○白石委員長 これは評価の加速化ということですね、今やっているところは。その部分だけ

取り上げたものであって、全体はまた別であるということ。 

○吉岡委員 評価の加速化のために、例えばＱＳＡＲの利用といったことを促進すると５ペー

ジに書いてございますけれども、評価をするということは、既存物質と新規物質では違いがあ

るんでしょうか。もしこの評価手法で、これでよろしいという話になってきたときに、では審

査もＱＳＡＲでやってほしいという要望が出てきた場合に、既存ではやっていい、新規ではや

ってはいけないといった理由は存在するんでしょうか。 

○ＭＯＥ事務局 必ずしもその点に関しては、議論がまだ具体的に詰まっているところではご

ざいませんので、基本的には既存のスクリーニング評価と新規の評価審査というのは同じよう

な枠組みで動いているところでございますけれども、具体的に連動すべきかというところも含

めて、今後、議論があるところかなと考えております。 

○吉岡委員 ただ、これから３～４年の間にこれらを全部決めて、かつ実行しなければいけな

いというスケジュールになっています。ということは早急に、ひょっとすると化審法のやり方

をころっと変えてしまうような方法を導入しましょうということを、何か気楽に申されている

ような気がいたします。もう少し気が重く導入していただきたい。もしするのであるならば。

そのように考えます。 

○白石委員長 ありがとうございました。厳しいコメントをいただいたということで、事務局

はしっかりやっていただきたいと思います。 

 他、いかがでしょうか。 

○広瀬委員 そういうことを言うと難しい話かもしれないんですが、３ページでデフォルトに

なる物質が2020年想定で120物質になると。ＱＳＡＲ、カテゴリーはまだ使ってはいませんけ
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れども、でも、現時点の情報から、情報なし。こういう物質について、実は評価Ⅱの評価書を

見ていただければわかりますけれども、発がん性のデータがないと評価値が計算できなくて、

最終判定ができない。ということは、評価Ⅱができない。優先物質にはなっているけれども、

評価Ⅱができない物質を貯めていくということを、それは10条１項かもしれないんですけれど

も、ちょっと考えていただけると、２年間の試験、10物質あるだけで10年間で終わるかどうか

と考えると、実質的に日本中で試験をしても100物質は多分慢性試験、幾ら発出してもできな

いということは、現実的にはできない物質なんです。 

 こういうものを何らかの管理をして─私もちょっと解決方法は見つかっていないんですけれ

ども、評価なり何なりする方法もあわせて検討して、これは2020年というよりはもうちょっと

先の話になるかもしれませんけれども、今のうちからでも考えておいたほうがいいのではない

かと思うんですけれども。 

○白石委員長 ありがとうございました。コメントということでお伺いしておきます。 

 他、いかがでしょうか。 

○菅野委員 吉岡先生のお話、ＱＳＡＲに飛びつくのは、新規の場合は厳しいということはも

うある程度言われています。というのは、ＱＳＡＲというのは１度教えたものに関しては強い

んですけれども、全く構造が違うものには弱いので、そういう意味では、そこは気をつけない

といけないんだろうなとは思います。 

○吉岡委員 確かに全く新規の構造につきましては、ＱＳＡＲが非常に弱いことはわかってお

ります。ただ、問題は、新規の構造が必ずしも今までの類似のものではないわけではない。つ

まり、今までと同じようなものでたまたまつくっていなかったものだって出てくるはずだと。 

○菅野委員 一般論です。 

○白石委員長 ありがとうございました。 

 大分時間が押しましたので、他は特にということがございましたらお願いしたいのですけれ

ども、よろしいですか。 

 では、化審法における2020年目標の具体化につきましては、１点、５ページの運用改善の⑧

のところを少し御検討いただくということにさせていただきたいと思います。その他の部分に

つきましては、これは書きぶりのことだと思いますのでそこは書きぶりを修正していただくと

いうことで、お示しいただいた方針に沿って取り組みを進めていただきたいと思います。 

 その他ですが、何かございましょうか。 

○ＭＥＴＩ事務局 昨年12月27日に、今年度のリスク評価（一次）評価Ⅰの結果を公表してお
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ります。その結果、今年度から新たにリスク評価の評価Ⅱに着手する物質は12物質、いずれも

生態影響となっております。 

 資料は今回、参考資料２としてパソコンの中に保存してあります。また、先ほど申し上げた

ように公開しております。 

 以上です。 

○白石委員長 ありがとうございました。 

 以上で、リスク評価Ⅱに進んでいる優先評価化学物質のうち２物質の審議と１物質の進捗報

告、デフォルトの有害性を適用する物質について、それから2020年目標の具体化についての審

議を終了いたします。 

 これで１部を閉会とさせていただきたいと思いますが、休憩を何分とりましょうか。大分オ

ーバーしてしまったから。10分とってよろしいですか。 

○ＭＯＥ事務局 10分でお願いいたします。 

○白石委員長 では、休憩を10分とらせていただきまして、その後、２部を開始いたします。 

 なお、２部からは非公開とさせていただきます。傍聴者の方におかれましては御退室いただ

くようにお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

午後３時０５分 閉会 

 

 


